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活発な議論�活発な議論�活発な議論�
新市の福祉事業で�

　８月６日、鷹巣阿仁広域交流セ

ンターで、第９回合併協議会が開

催されました。�

　協議会では、継続協議となって

いた協議案件を含め、13件の協

議事項について話し合われました。�
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平
成
16
年
８
月
６
日
、
鷹
巣
阿
仁
地
域

広
域
交
流
セ
ン
タ
ー
で
、
第
９
回
合
併
協

議
会
が
開
催
さ
れ
、
13
件
の
協
議
事
項
に

つ
い
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
そ
の
他
、
協
議
第
56
号
と
し
て
、
そ
の

他
の
事
業
（
病
院
事
業
）
が
提
案
さ
れ
ま

し
た
。�

　
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。�
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第
９
回

第
９
回
　協
議
会
報
告

協
議
会
報
告�
第
９
回
　協
議
会
報
告�

「
障
害
者
福
祉
事
業
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

「
高
齢
者
福
祉
事
業
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

「
児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

一
、
法
律
、
国
の
制
度
、
県
の
制
度
等

に
基
づ
く
も
の
は
、
現
行
の
ま
ま
新

市
に
引
き
継
ぐ
。�

二
、
現
在
、
１
町
し
か
実
施
し
て
い
な

い
事
業
（
補
助
事
業
、
単
独
事
業
問

わ
ず
）
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で

に
調
整
を
図
る
。�

三
、
障
害
者
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
策
定
委
員

会
を
設
け
、
新
た
に
策
定
す
る
。�

障
害
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
45
号�

調

整

内

容�

協
議
第
48
号�

児
童
福
祉
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
47
号�

調

整

内

容�

「
そ
の
他
福
祉
事
業
に
つ
い
て
」
は
、
提

案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
49
号�

調

整

内

容�

そ
の
他
福
祉
事
業
に
つ
い
て�

調

整

内

容�

一
、
老
人
保
健
事
業
等
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
内
容
を
基
準
に
住
民
の
健
康

増
進
を
図
る
よ
う
調
整
を
行
い
、
合

併
時
ま
で
一
元
化
し
実
施
す
る
。�

二
、
母
子
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
内
容
を
基
準
に
住
民
の
健
康
増

進
を
図
る
よ
う
調
整
を
行
い
、
合
併

時
ま
で
一
元
化
し
実
施
す
る
。�

三
、
予
防
接
種
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
内
容
を
基
準
に
住
民
の
健
康
増

進
を
図
る
よ
う
調
整
を
行
い
、
合
併

時
ま
で
一
元
化
し
実
施
す
る
。�

四
、
健
康
日
本
21
地
方
計
画
に
つ
い
て

は
、
新
市
移
行
後
速
や
か
に
新
市
の

計
画
を
策
定
す
る
。�

五
、
へ
き
地
医
療
支
援
業
務
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぎ
、
一
定
期
間
を
置
い
て
医
療
受
診

困
難
地
区
の
再
検
討
を
行
い
統
一
を

図
る
。�

六
、
住
宅
当
番
医
制
事
業
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
引
き
継
ぎ
、
参
加
医
療
機
関

に
つ
い
て
は
、
移
行
後
速
や
か
に
調

整
す
る
。�

七
、
阿
仁
町
立
病
院
及
び
合
川
町
国
民

健
康
保
険
診
療
所
の
使
用
料
及
び
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
統
一

を
図
る
。�

高
齢
者
福
祉
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
46
号�

調

整

内

容�

　
高
齢
者
福
祉
事
業
の
各
制
度
に
つ
い

て
は
、
で
き
る
限
り
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
招
か
な
い
よ
う
調
整
を
図
る
。
な
お
、

利
用
料
等
の
住
民
負
担
に
つ
い
て
は
、

適
正
な
料
金
と
な
る
よ
う
調
整
を
図
る
。�

一
、
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に
つ�

　
い
て
は
、
そ
の
要
綱
等
に
準
拠
し
な

が
ら
調
整
を
図
る
。�

二
、
国
又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
で
、

各
町
が
独
自
に
そ
の
制
度
の
充
実
を

図
っ
て
い
る
事
業
及
び
各
町
が
独
自

に
実
施
し
て
い
る
制
度
又
は
事
業
に

つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
調
整

を
図
る
。�

　
（
１
）
合
併
時
ま
で
調
整
を
図
る
も

　
　
の
。�

　
（
２
）
新
市
に
お
い
て
調
整
を
図
る

　
　
も
の
。�

一
、
公
立
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。�

二
、
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

統
一
を
図
る
。�

三
、
国
又
は
、
県
等
が
定
め
る
制
度
に

つ
い
て
は
、
そ
の
要
綱
に
準
拠
し
な

が
ら
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
め
る
。�

四
、
す
こ
や
か
育
児
手
当
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
ま
で
に
調
整
を
図
る
。�

〈
社
会
福
祉
協
議
会
〉�

一
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

社
会
福
祉
協
議
会
の
合
併
の
動
向
に

よ
り
、
速
や
か
に
調
整
を
図
る
。�

二
、
委
託
事
業
に
つ
い
て
は
、
社
会
福

祉
協
議
会
を
含
む
民
間
等
が
独
自
で

事
業
所
指
定
を
受
け
事
業
展
開
で
き

る
事
業
（
支
援
費
制
度
及
び
介
護
保

険
制
度
に
よ
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
事
業
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
）
は
、
独
自

に
事
業
所
指
定
を
受
け
る
よ
う
求
め
、

合
併
後
の
委
託
事
業
と
は
し
な
い
方

向
で
調
整
を
図
る
。�

三
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
負
担
金
・
補

助
金
に
つ
い
て
は
、
統
一
し
た
算
定

基
準
を
設
け
、
合
併
後
の
財
政
計
画

等
を
踏
ま
え
な
が
ら
速
や
か
に
調
整

を
図
る
。�

四
、
事
業
主
体
が
市
町
村
と
定
め
ら
れ
、

運
営
の
み
委
託
し
て
い
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
。�

〈
乳
幼
児
福
祉
医
療
事
業
〉�

　
乳
幼
児
福
祉
医
療
事
業
（
町
単
独
事

業
分
）
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
を
図
る
。�
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「
学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て
」
は
、
提

案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

　
学
校
教
育
関
係
事
務
及
び
事
業
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
教
育
の
質
の
向
上

や
施
設
の
整
備
に
努
め
、
教
育
環
境
の

充
実
を
図
る
こ
と
を
基
本
に
、
次
の
区

分
に
よ
り
調
整
を
図
る
。�

一
、 

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
。�

二
、
合
併
時
ま
で
調
整
す
る
も
の
。�

三
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
。�

学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
54
号�

調

整

内

容�

　
町
立
学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
、

当
面
現
行
の
と
お
り
と
し
、
必
要
に
応

じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。�

学
校
の
通
学
区
域
に
つ
い
て�

協
議
第
53
号�

調

整

内

容�

「
学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

社
会
教
育
事
業
（
１
）�

　
社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の

区
分
に
よ
り
調
整
を
図
る
。�

一
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ

も
の
。�

二
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
も
の
。�

三
、
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
。�

�

社
会
教
育
事
業
（
２
）�

一
、
体
育
指
導
委
員
及
び
体
育
団
体
に

つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
統
合
で

き
る
よ
う
調
整
に
努
め
、
ス
ポ
ー
ツ

活
動
の
振
興
を
図
る
。�

二
、
大
会
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
調
整
を
図
る
。�

三
、
ス
ポ
ー
ツ
賞
の
表
彰
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
統
一
し
て
実
施
す
る
。�

四
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
統
一
し
て
実
施
で
き

る
よ
う
調
整
を
図
る
。�

五
、
国
民
体
育
大
会
競
技
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

国
体
準
備
室
は
合
併
時
に
統
合
す
る
。�

社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
55
号�

調

整

内

容�

「
社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

農
林
水
産
関
係
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
50
号�

調

整

内

容�

一
、
市
町
村
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
及
び
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぐ
。�

　
　
た
だ
し
、
新
市
の
上
位
計
画
策
定

後
調
整
す
る
。�

二
、
都
市
計
画
審
議
会
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
ま
で
に
再
編
す
る
。�

三
、
都
市
計
画
区
域
及
び
用
途
地
域
等

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
。�

　
　
た
だ
し
、
新
市
の
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
調
整
す
る
。�

都
市
計
画
関
係
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
51
号�

調

整

内

容�

建
設
関
係
事
業
に
つ
い
て�

協
議
第
52
号�

調

整

内

容�

「
農
林
水
産
関
係
事
業
に
つ
い
て
」
は
、

提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

一
、
農
林
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
各

種
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
新
た
な
計
画
を
策
定
す
る
。�

　
　
な
お
、
新
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま

で
の
間
は
、
現
計
画
を
新
市
に
引
き

継
ぎ
運
用
す
る
。�

二
、
農
業
振
興
地
域
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て

速
や
か
に
新
た
な
農
業
振
興
地
域
整

備
計
画
を
策
定
す
る
。�

三
、
農
業
融
資
制
度
に
つ
い
て
は
、
農

業
経
営
基
盤
強
化
資
金
（
ス
ー
パ
ー

Ｌ
）
は
鷹
巣
町
の
例
に
よ
る
。�

　
　
そ
の
他
の
資
金
は
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぐ
。�

四
、
生
産
調
整
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
ま
で
に
調
整
す
る
。�

五
、
林
業
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
現

行
内
容
を
基
準
に
新
市
に
お
い
て
調

整
す
る
。�

六
、
畜
産
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
家

畜
防
疫
事
業
は
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
。�

　
　
な
お
、
町
営
放
牧
場
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。�

七
、
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
、
継

続
中
の
事
業
は
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
。�

八 

、
内
水
面
漁
業
振
興
に
つ
い
て
は
、�

　
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

事
業
内
容
は
新
市
に
お
い
て
調
整
を

図
る
。�

「
保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

「
都
市
計
画
関
係
事
業
に
つ
い
て
」
は
、

提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

「
建
設
関
係
事
業
に
つ
い
て
」
は
、
提
案

の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

一
、
町
道
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
、
市

道
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
ま
で
に
調
整
す
る
。�

二
、
除
雪
体
制
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
新
市
に

お
い
て
除
雪
計
画
を
策
定
す
る
。�

三
、
道
路
占
用
料
は
、
合
併
時
に
道
路

法
施
行
令
別
表
「
乙
地
」
に
定
め
る

額
に
統
一
す
る
。�

四
、
公
営
住
宅
等
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。�
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●鷹巣阿仁地域季節スナップ�

森吉山では、今、エゾオヤマノリンドウ�
などの花が可憐に咲いています。�

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て�

協
議
第
30
号（
継
続
協
議
）�

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い
て�

協
議
第
44
号（
継
続
協
議
）�
調

整

内

容�

　
前
回
協
議
の
際
に
意
見
が
あ
り
ま
し
た

分
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、｢

合
併
後
、

段
階
的
に
再
編
す
る｣

こ
と
で
確
認
さ
れ

ま
し
た
。�

　
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
つ
い
て
は
、

北
秋
田
地
域
振
興
局
及
び
県
合
併
支
援
室

と
の
内
協
議
で
の
一
部
修
正
と
、
「
新
市

ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
」
の

「
安
心
、
安
全
環
境
創
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
「
地
域
医
療
体
制
強
化
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
追
加
提
案
し
、
確
認
さ
れ
ま
し

た
。�

（
消
防
団
の
組
織
）�

一
、
消
防
団
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

統
合
す
る
。�

ニ
、
組
織
に
つ
い
て
は
、
団
長
、
副
団

長
、
支
団
長
、
分
団
長
、
副
分
団
長
、

部
長
、
班
長
、
団
員
と
す
る
。�

（
報
酬
等
）�

一
、
報
酬
に
つ
い
て
は
、
鷹
巣
町
の
例

に
よ
る
。�

　
　
部
長
に
つ
い
て
は
、
３
０，

０
０

０
円
と
す
る
。�

ニ
、
水
火
災
、
警
戒
の
出
動
手
当
に
つ

い
て
は
、
２，

０
０
０
円
、
訓
練
の

出
動
手
当
は
、
４，

０
０
０
円
、
山

岳
捜
索
の
手
当
に
つ
い
て
は
、
５，

０
０
０
円
と
す
る
。�

三
、
そ
の
他
の
手
当
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。�

（
退
職
年
齢
）�

　
退
職
年
齢
に
つ
い
て
は
、
団
長
、
副

団
長
は
年
齢
制
限
な
し
、
任
期
２
年
と

す
る
。
た
だ
し
、
再
任
は
妨
げ
な
い
。

支
団
長
以
下
は
65
歳
と
す
る
。�

（
消
防
団
の
施
設
・
設
備
）�

一
、
消
防
団
の
施
設
、
設
備
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。�

（
消
防
団
の
諸
行
事
）�

一
、 

消
防
団
の
諸
行
事
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
を
図
る
。�

ホームページも�
ご覧下さい。�

８
月
24
日
に
森
吉
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
第
10
回
合
併
協

議
会
は
、
案
件
を
協
議
し
な
い
ま
ま
散

会
と
な
り
ま
し
た
。�


